
●奨学資金貸付制度について 
  

奨学資金の貸付について、高校生や大学生、専門学校生、短大生等が貸付対象となっています。さら

に町に戻ってくる大学生等に対して償還の一部を免除することにより次代を担う若者を育成するととも

に若者の定住促進を図ります。 

 

【制度の概要】 

貸与対象者 高等学校、専門学校、短期大学及び大学等に修学している者 

貸与要件 ⑴ 本人又は本人と生計を一にする者が町内に引き続き１年以上居住していること 

⑵ 品行方正、学力優良であること 

⑶ 経済的理由により就学困難と認められること 

⑷ 日本学生支援機構等から学資の貸付、給付、減免を受けていないこと 

貸与額及び利

子 

高校生         月額 ３０，０００円以内 

専門学校・短大生等   月額 ５５，０００円以内 

大学生         月額 ６０，０００円以内 

※国公立・私立、自宅・自宅外等により金額が違います。 

貸与期間 当該学校正規の修学期間内（ただし大学生は４年を限度とします） 

保証人等 連帯保証人（保護者）・保証人それぞれ１名 

償還方法 卒業後６ケ月経過後から月賦、半年賦又は年賦で返済していただきます 

高校生          ８年以内 

短大生          ８年以内 

高等専門学校生     １２年以内 

大学生（４年制）    １５年以内 

   （６年制）    ２０年以内 

償還免除 卒業後、町内に居住し、返済を始めてから１０年経過した場合、以後の返済を免除しま

す。ただし、１０年経過後も町内に居住し、返済に滞納がない人に限ります。（最大で

９６０，０００円（６年制大学の場合は２，１６０，０００円）が免除となります） 

貸与審査 採用には山ノ内町の審査があります。 

申込に必要な

書類 

⑴ 奨学生願書 

⑵ 奨学生推薦調書 

⑶ 入学通知書の写し 

⑷ 連帯保証人の所得証明書・資産証明書・納税証明書 

申込受付期間 毎年 ４月１日～４月２５日頃まで 

貸与方法 年４回 ６月・８月・１１月・２月にそれぞれ３か月分を支払います。 

その他 奨学資金は、奨学生本人に貸与するものであり、償還は奨学生本人が負うことを承知し

て申し込みをして下さい。 

 


